
介護保険適用サービス

基本サービス/介 護度

短期入所生活介護 稲村ガ崎きしろ
施設サービス利用料金表
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736円/日ユニット型介護老人福l■施設サービス贅(I) 010円 /日 882円 /日
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サービス内容(算定要件)

1 1円 /日 ⑮鼈 ι露 喜 身 ξ:ま響
時間連絡体制を確保し かつ健康上の管理等を行う体制を確保している 看取り指針の策

192円 /片 道  1利 用者宅までの送迎の実施としての片道分

注:鎌倉市の場合、介護保険法で規定される単位/日 に1040を乗じた額の1割力ヽ 日の利用者負担額となります。(端数切り上げ)

朧聾議編頚熙需 監番聖橿縫鵠馳黎:ぷi瑠盟場糧鵜警l臨程為召璃輝tふ甜蝸なうF等
の所得者である蜘Jよ

利用者負担 対象となる人(次のいずれ力ヽ こ該当する場合) 食費―――
¨

・
帯非課税である老齢福祉年金受給者

第 1段 階 ②生活保護受給者

0境 界層該当者

民税世帯す1凛機 ‐世帯主およびすべての世帯員が市町村民税り1課税者 または市町村の条例による市町村民税見踪者※市町村民税世帯す1凛機 ‐世帯主およびすべての世帯員が市町村民税り1課税者 または市町村の条例による市町村民税見踪者
※境界層修当者 .本楽適用すべ議 贅 居住贅 あ額介饉サービス費等の基準●・を壺用すれば生活保護が必難 なるが よ,負担の低い基ぶ等を適用すれば生活保護が必要でなくなる人

居住費

820

820

1,640

1,620      2,960
×一日あたりの金額です
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夜間看護体制加算
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